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１．設立年月日： 2008年6月3日 
 
２．活動目的及び主な活動内容：    
   当団体は、2006年施行の障害者自立支援法が憲法に違反するとして、2008年６月３日全国一斉免
除申請行動、同年10月の全国一斉提訴を経て、14地裁に原告71名が国等を提訴し、2010年1月7日、
国との基本合意文書の締結、同年4月21日までに基本合意を確認する訴訟上の和解に至った。 

   基本合意、訴訟上の和解の実現を求めて、今まで国と8回の定期協議を行っている。 
   障害者権利条約・2011年8月30日付総合福祉部会骨格提言・基本合意文書の3つの基本文書の実
現を活動目標としている。 

   【主な活動内容】 
    ・ 国（厚労省）との定期協議 
    ・ 集会・シンポ等 
    ・ 日本の障害者政策の前進を目的とした意見交換、その他諸活動 
     ・ 書籍（「立ち上がった当事者たち」）、パンフレット、メールマガジン等発行 

 
３．加盟団体数：三団体 
     原告団 
     弁護団 
     障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会 
 
４．会員数： （2017年5月時点）   
     元原告（補佐人含む）70名弱・弁護団約200名 
     障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会 
        世話人、幹事約30名、一般会員約800名 
 
５．代表： 全国弁護団代表弁護士竹下義樹 
       めざす会 事務局長太田修平・同会世話人藤井克徳 
 
 

障害者自立支援法訴訟団の概要 

2 



平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（概要） 

１ 利用者負担関係 （視点２ 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるよ
うにするための、サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策） 
 
 （１）障害児の利用者負担の収入認定において保護者の収入を除外すべき 
 

 障害児の福祉サービス利用料算定の収入は当該児童自身の収入だけに着目し、保護者の収入は除外
し、実質的に低所得者として無償化すべきである。 

 
 （２）就労支援の利用者負担無償化を実施すべきである 
 
 （３）自立支援医療の利用者負担関係 
    自立支援医療の低所得者無償措置を実行すべきである 
    
   
２ 高齢障害者等の利用者負担関係 （視点２ 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提

供を受けられるようにするための、サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策） 
 
  （１）介護保険優先原則の廃止と選択制を採用すべきである 
     介護保険優先原則（障害者総合支援法第７条）を廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入をは

かること 
      
  （２）国庫負担基準における介護保険対象者の減額措置を廃止すべきである      
  
３ 報酬の支払い方式関係 （視点１ より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方

法） 
 
  （１）骨格提言が示す「報酬の支払い方式」の採用すべきである  
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１ 利用者負担関係 
 
  （１）障害児の利用者負担の収入認定について 
 
 【意見・提案を行う背景、論拠】 
   ・ 障害児のある家庭は親も若年で収入が低い反面、障害児の養育には障害のない子に比べて費用が掛かる。 
     子育て世代の支援は政府の方針であり、これは障害者権利委員会の所見にも合致し、基本合意文書に沿う扱

いである。 
   ・ 基本合意文書第三条③号「収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定するこ

と。」と記載されている。 
     第四回定期協議でも議論されているが、実現のための予算は年間で数十億円程度と予想される。  
   
 【意見・提案の内容】 
   ・ 障害児を持つ家庭の負担を軽減するため、障害児の児童福祉法・障害者総合支援法の利用者負担の収入認 

定から保護者の収入を外すべきである。そうすれば障害児を持つほとんどの家庭の利用者負担が低所得者として
無償化される。 

 
 
 
  （２） 就労支援における利用者負担無償化について 
 
 【意見・提案を行う背景、論拠】    
  ・  就労支援における利用者負担については、「働くに行くのになぜ利用料を払うのか」として、働く者の尊厳を害

するものとして、違憲訴訟提起時から強い批判がある。 
     ILOからも懸念が示されている「当委員会は、就労継続支援事業B型の利用者に対して職業リハビリテーション

などのサービス利用料支払い義務が導入されたことについて、繰り返し懸念を表明するものである。」（ILO憲章
第24条に基づき提出された日本の職業リハビリテーション及び雇用（障害者）に関する条約（第159号1983年）に
関する報告書参照）。障害者権利委員会からも同様の勧告がなされる可能性が高い。 

 
 【意見・提案の内容】 
  ・ 就労継続支援A型B型、就労移行支援等、就労支援事業における利用者負担は無償化すべきである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版1頁） 
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 （３）自立支援医療の利用者負担関係 

    自立支援医療の低所得者無償措置の実行 

  【意見・提案を行う背景、論拠】  

   基本合意文書第１条は「国（厚生労働省）は、速やかに応益負担（定率負担）制度を廃止」することを約束し、 

  第４条は「平成22年4月から、低所得（市町村民税非課税）の利用者負担を無料とする措置を講じる。」ととも

に「自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題とする。」 とし、この点は、自

立支援医療の低所得者無償化を早急に実現する趣旨である旨国から説明されてきている。 

     「低所得者にとって自立支援医療の負担が過重のため精神科通院をやめた。基本合意の無償化を実現

して欲しい」 

     という相談は訴訟団事務局にもしばしば寄せられている。 

 

  【意見・提案の内容】 

    自立支援医療の低所得者無償措置を実行すべきである。 

 

 

     

   
  
  
 
 
 
 
 
 

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版２頁） 
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 ２ 高齢障害者の利用者負担関係 
 

 （１）介護保険優先原則の廃止と選択制の採用 

 

 【意見・提案を行う背景、論拠】 

  ・ 介護保険優先原則により様々な弊害が出ていることは周知のことである（2016年5月22日参議院厚労委

員会藤岡参考人陳述、提出意見書等）。     

  ・ 基本合意文書第三条第④号は「介護保険優先原則（障害者自立支援法第７条）を廃止し、障害の特性を

配慮した選択制等の導入をはかること。」としている。 

  ・ そもそも障害福祉法制を憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を基本とする（基本合意文書第一

条）と考える以上、障害者が障害福祉制度を利用することは重要な基本権であり、介護保険より劣後する

扱いとすることは基本合意・障害者権利条約に照らして許されない。      

   

 【意見・提案の内容】 

  65歳以上又は40歳以上の介護保険特定疾病者において、一律に介護保険を優先とするのでなく、当事者

の選択制を導入すべきである。 

 

   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版３頁） 
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（２）国庫負担基準における介護保険対象者の減額措置を廃止すべきである 
 
 【意見・提案を行う背景、論拠】  

   この点も再三定期協議で議論になっている 

    （第6回定期協議要請書第１、１②、第７回定期協議要請書第１、２①他）。 

   介護保険優先原則の弊害の原因はこの措置に由来する面が大きい。 

   すなわち、 国庫負担基準「厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準（(平成

18年9月29日厚生労働省告示第530号) 」で、例えば重度訪問介護の近年の報酬でいえば 

    介護保険対象でない支援区分６の障害者  ４７４９０単位 

    介護保険給付対象障害者            １４４９０単位 

    実に30％すなわち７０％減額にもなる。 

   また、居宅介護は、単位がなく０％、１００％減額となる。 

    これにより、介護保険対象者に障害福祉を提供する自治体は多額の持ち出しが必要となっている。そのた

め、自治体が介護保険へ無理矢理誘導しようとしたり、障害福祉サービスの上乗せ支給をしなかったりするこ

との弊害が大きい。 
         
 
   
 【意見・提案の内容】 
     

   介護保険優先原則による理不尽な人権侵害の拡大を防ぐため、国庫負担基準における介護保険減額規定

を直ちに削除すべきである。 
 
 
 
 
 
 
 

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版４頁） 
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 ３ 報酬の支払い方式関係 
 
（１）骨格提言が示す「報酬の支払い方式」の採用すべきである 

 

 【意見・提案を行う背景、論拠】 

  ・ 事業所の不安定な収入状況は支援の質を下げ、人材確保さえも困難にしている。     

  ・ 基本合意文書第三条において、新たな福祉制度の構築に当たっては、原告らから指摘された障害者自立

支援法の問題点を踏まえ、「報酬支払い方式」等をしっかり検討を行い、対応していく。と明記しており、あわ

せて、基本合意とともに提出した要望書には、「自立支援法の日払い制度が福祉を破壊したとの原告らの声

を真摯に受け止め,事業所報酬の支払いを原則月払いに早急に戻してください」と要請している。これらを踏

まえて、自立支援法に代わる新法の結論が以下の骨格提言の内容であり、実現を求める。 

  ・ 骨格提言では、以下の報酬支払い方式が提案されている  

   ○ 報酬の支払い方式に関して、施設系支援にかかる場合と在宅系支援にかかる場合に大別する。 

   ○ 施設系支援にかかる報酬については、「利用者個別給付報酬」(利用者への個別支援に関する費用)と

「事業運営報酬」(人件費・固定経費・一般管理費)に大別する。前者を原則日払いとし、後者を原則月払いと

する。 

   ○ 在宅系支援にかかる報酬については、時間割り報酬とする。 

   ○ すべての報酬体系において基本報酬だけで安定経営ができる報酬体系とする。 

   

 【意見・提案の内容】 

  骨格提言に基づく報酬支払い方式を実現し、とくに、施設系の日払い報酬を早急に変更すべきである。 

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版５頁） 
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■障害関係予算と持続可能な制度について課題及び対処方策 

  障害関係予算が自立支援法施行時から２倍以上に増加しているという指摘があるが、そもそも、日本の障害

関係予算は低く、毎年10%増であっても依然として低水準である。基本合意では、「障害関係予算の国際水準に

見合う額への増額」が訴訟団から問題点として指摘されている。 

  OECD Social Expenditure Database（2015年8月20日時点) で、諸外国の社会保障関係支出を対国内総生産

比でみると2013年度比較で、障害者に対する支出については、 日本１.０４％、ドイツ３.４１％、スウェーデン４.６

７％等 であり、日本の障害者予算は国際的にみて各段に低い水準にある 。 

 この点、2016年（平成28年）5月11日衆議院厚生労働委員会で塩崎恭久厚生労働大臣は2014年の年末に財務

省と議論をした際に強調した点として「やはり、これまでの日本の障害者の施策は、世界的に見れば、特にOECD

の中で見ても、平成12年のときに34カ国中31位、今一番近い統計で平成23年ですから今から５年前、このときで

もまだ34カ国中28位、こういう状況でありますから、これからさらにしっかりとした対応をしていかなければいけな

いんじゃないか」 「日本が今申し上げたようにOECD諸国の平均より低いという指摘は、もうそのとおり認めないと

いけないんだろうというふうに思っています」と答弁している。 

  持続可能な制度を口実にして、予算増縮小の議論をすべきではなく、OECD諸国の平均水準を超えることはも

とより、上位10位以内をめざす等国際的に恥ずかしくない具体的な目標を持つべきであり、障害者の地域生活を

保障する基盤整備をすすめることが課題であると考える。  

  
 

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版６頁） 
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■障害関係予算と持続可能な制度について課題及び対処方策 （続き） 
 

  こうした視点からすると、利用者負担の問題で言えば、骨格提言が示す「障害に伴う必要な支援は原則無償」

を早急に実行すべきである。（私たち違憲訴訟団の「１ 利用者負担関係」の意見は、応益負担の完全撤廃ととも

に、この骨格提言を実現する道である。）  

 なぜなら、原則無償の実行は、障害者の支援を権利として保障することであり、これは、まさに日本において、

障害者権利条約を実現することに他ならないからである。 

 また、現行の複雑な負担軽減措置は、自治体や事業者に大きな負担を強いており、負担上限額の管理等に無

駄なコストがかかっており、制度の拡充を阻害していると言わざるを得ない。 

 さらに、現行の報酬体系も含め、あまりにも制度が複雑化し、全体的に事務負担が増大しており、障害者を直

接支援する職員は増えず、事務職員を増やさざるを得ないという悲鳴の声が、現場から上がっている。  

 制度の持続可能や効率性を議論するのであれば、まずは厚労省として、現行の負担軽減策や報酬体系におけ

る事務負担等のコストが、どのくらいかかっているかを試算した上で、直接支援につながらない、こうした制度上

の無駄こそなくすべきである。 

 

 

 

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版７頁） 
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■障害関係予算と持続可能な制度について課題及び対処方策 （続き） 
 

  精神障害者支援の分野において、明らかに予算配分が医療偏重であり、地域での生活を支援するための福

祉予算への配分に大きく舵を切るべきである。 

 この点国は、2009年（平成20年）の「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 （第１回）」での配布

資料において、精神分野の予算配分について、９７％が医療予算、保健福祉予算は３％に過ぎないとの衝撃的

データを公表している。 

  医療が1兆8863億円、保健福祉は501億円に過ぎないという桁違いである。 

  しかも医療費の内訳は74％の1兆4039億円が入院医療費である。 

  日本に10万人以上いる社会的入院患者の長期入院状態を解消し、予算配分を地域支援の福祉予算に転換

し入院医療費を削減することが持続可能な制度構築の早道である。 

  

 

 

 

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版８頁） 
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 （参考資料①） 

２ 高齢障害者等の利用者負担関係 
 
 （１）介護保険優先原則の廃止と選択制採用について 
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 （参考資料②） 

２ 高齢障害者等の利用者負担関係 
 
 （１）介護保険優先原則の廃止と選択制採用について 

上乗せの自治体基準について（回答数 455） 

日本障害者センター 

介護保険と障害福祉サービスの優先関係に関するアンケート 
 

■ 1. 必要なサービス量を介護保険で満たせない場合、不足分を障害福祉サービスから支給 

■ 2. 自治体で定める支給基準を満たした場合、不足分を障害福祉サービスから支給 

■ 3. その他 

■ na 

自治体で定めている独自基準の内容（ローカルルール）（回答数123） 
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 （参考資料③） 

２ 高齢障害者等の利用者負担関係 
 
 （２）国庫負担基準における介護保険対象者の減額措置について 
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 （参考資料④）  障害関係予算と持続可能な制度について課題及び対処方策 
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